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建造物

〔資料紹介〕市指定有形文化財（建造物）毘沙門堂
使者の間の屋根瓦について

千木良　礼子

毘沙門堂は、護法山出雲寺と号する天台

宗の門跡である。建久６年（1195）に平

親範が平等寺、尊重寺、護法寺を統合して

出雲路（現上京区）に寺院を建立したのに

始まる。応仁・文明の乱により一時衰微し

たが、寛文５年（1665）に、南光坊天海

の遺志を引き継いだ公海が現在地に堂舎を

竣工させた。公海は天海の弟子であり、天

海没後に寛永寺の住持ともなった。その

後、後西天皇第６皇子公弁法親王が入寺

し、代々法親王を住持とする門跡となっ

た。公弁は元禄・宝永年間に寺地の拡張と

殿舎の増築を行い、今日の寺観を整えた。

今回、修理工事が行われた使者の間は、

宸殿の西側に接続しており、桁行5.9メー

トル、梁行13.9メートルで、両下げ造、桟

瓦葺き、江戸時代中期の建物とされる（図

１）。このうち、南側の屋根葺替を令和４年

４月から６月の間に実施した。

今後の維持管理を考慮して、桟瓦は、東

西両端の雨の影響が少ない箇所を中心に既

存瓦を葺き、その他は新しい瓦に変更し

た。下地は、土居葺を取外し、ルーフィン

グの上に空葺きとした。棟の伏間瓦、熨斗、

輪違、菊丸、獅子口については、既存瓦を

利用した。

屋根葺替に伴い、銘のある瓦を何点か確

認した。棟瓦のうち、西端の獅子口に「垣

内久左衛門」「丙／寛文六年／午八月吉日」

とあり（図２）、側面には牡丹の紋が入って

いた（図３）。寛文６年（1666）は、本堂

の建築年代と同じである。

桟瓦は、目視では時代が２期あると思わ

れた。桟瓦にはいくつか銘がみられた。「明

石／濱田製」、「明石改」、このうち新しい瓦

には「勧修寺／松尾造」の刻印もみられた

（図４）。いずれも年代は判明していない。

このほか、車寄と玄関との瓦銘について

も分かる範囲で確認した。

車寄の檜皮葺き屋根正面鬼瓦のヒレには

「深草瓦屋／・・・衛」とあった。

玄関正面（南端）獅子口ヒレには「（刻

印）」獅子口中央に「山城国紀・・」「午　

九月吉日」とあった。

玄関北端の鬼瓦には、東面に「山城国紀

伊郡深草住　垣内久兵衛」（図５）、西面に

「丙／寛文六年（刻印）／午九月吉日」「深

草／垣内久兵衛」（図６）とあった。

玄関南北の刻印はいずれも丸の中に「深

草　垣内久兵衛」からとった「深久」と読

める（図７）。この刻印は、境内の塀など各

所にみられることから、寛文期の瓦が境内

に多く残っていることが想像され、今後の

調査に期待したい。

以上、簡単に今回の修理工事で分かった

ことをまとめた。毘沙門堂門跡及び株式会
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社北嶋社寺瓦工業には工事中、何度も調査

にご協力いただいた。末筆ながら記して深

甚の謝意を表します。

千
ち ぎ ら

木良礼
れい

子
こ

（文化財保護課　文化財保護技師（建造物担当））

宸殿

内玄関

侍部屋

車寄

使者の間

玄関
渡廊下

図１　使者の間付近平面図
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図２　西端の獅子口 図３　獅子口側面の牡丹

図４　桟瓦の銘
「勧修寺／松尾造」

図７　深久の刻印 図５　玄関北端獅子口東面 図６　玄関北端獅子口西面



－4－

千木良　礼子　『〔資料紹介〕市指定有形文化財（建造物）毘沙門堂使者の間の屋根瓦について』


